
 

 

    

 

 
 

  

トラック運転者の荷役作業中の死傷災害防止に向けた 

 第１回 神奈川荷役災害防止連携推進協議会を開催いたします。 
～陸運事業者と荷主等が協働し連携して安全に荷役作業が実施できる環境整備に向けて～ 

    

 神奈川労働局（局長 姉崎 猛）は、荷主先等での荷役作業中の労働災害防止に向け、陸

運関係団体と荷主等の関係団体に対し、両者が協働して安全な荷役作業環境の整備を図る

ための協議会を開催いたします。 
１ 陸上貨物運送事業における労働災害の現状  

神奈川労働局管内の陸上貨物運送事業における休業 4 日以上の死傷災害は、各団体への要

請を実施した平成 29 年 6 月 30 日以降、一時的に減少しましたが、9 月から県央地区において災害

が増加に転じ、12月末日現在の速報値で 820件（うち、死亡災害 3件発生。）の災害が発生し、昨年

同時期よりも 49件（+6.4％）の増加となっております。 

これらの死傷災害の多くは、製造業・港湾・建設現場・大型物流センター（運輸業・倉庫業）をはじ

めとした荷主先の敷地内及び自社構内での荷物の積込み・積み卸し作業中に発生しています。 

 

２ 協議会の目的  

   上記の労働災害の現状からすれば、 陸上貨物運送事業における死傷災害を防止するために

は、 運送事業者だけではなく荷主等の協力が必要となります。 

陸上貨物運送事業者（以下「陸運事業者」という。）及び荷主、配送先、元請事業者等（以

下「荷主等」という。）と神奈川労働局が一体となり、安全な荷役作業環境を形成するため、

荷役作業現場で生じている問題点を共有し、協働し連携した活動を通じながら、運送業務及

び荷役作業等の付帯作業に係る書面化の推進を行い、以って、安全な荷役作業を行うための

作業環境の整備と定着を推進させていくことを目的とします。 

 

３ 要請日時・場所 

（１）日時 平成 30 年 2 月 6 日（火） 13 時 30 分 

（２）場所 神奈川労働局 大会議室 （横浜市中区北仲通 5-57 横浜第二合同庁舎 8 階） 

 

４ 資料 

 （参考資料１）荷役作業で生じている問題点等  

 （参考資料２）災害統計・災害事例  

 （参考資料３）荷役ガイドラインの概要  

 

5  その他参考事項 

陸運関係団体と荷主等の関係団体及び労働局が連携して荷役災害防止に関する協議会組織を労

働局に設けるのは神奈川県内としては初めてであり、全国的にも例がない。 

会議は非公開としますが、報道関係者による冒頭カメラ撮りのみ取材可能とします。 

取材を御希望される場合は、別紙 FAX により神奈川労働局労働基準部安全課担当あて２月２日

（金）16時 30分までに御連絡をお願いします。（連絡先：安全課 安全専門官 赤前幸隆） 

厚生労働省 神奈川労働局 

労働基準部 安全課 

平成３０年１月２４日  
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神奈川労働局労働基準部安全課 

 安全課長    原田 聡 

 安全専門官   赤前 幸隆 

電話番号 045（211）7352   

Press Release 



 

 

 

【協議会参加予定の関係団体】 

 

【陸運関係団体】 

  一般社団法人 神奈川県トラック協会  

  陸上貨物運送事業労働災害防止協会 神奈川県支部 

 

 【荷主等の関係団体】 

  公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会 

  建設業労働災害防止協会 神奈川支部 

  港湾労働災害防止協会 神奈川総支部 

  神 奈 川 倉 庫 協 会  

  神 奈 川 県 冷 蔵 倉 庫 協 会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

（別 紙） 
 

 

神奈川労働局 労働基準部 安全課 御中 

  

 

 平成 30 年 2 月 6 日（火）に行われる神奈川荷役災害防止連携推進協議会の

取材を申し込みます。 

 

 

報 道 機 関 名  

電 話 番 号  

取 材 者 氏 名  

取 材 者 氏 名  

取 材 者 氏 名  

取 材 者 氏 名  

 

 

平成 30 年  月  日 

 

 

神奈川労働局労働基準部安全課 

安全専門官 赤前 幸隆 あて 

（ＦＡＸ ０４５（２１１）００４８） 

 

 



陸上貨物運送事業における労働災害の現状（局連携推進協議会用資料） 

 

【参考資料 1】 

 （１）荷主と陸運業者との間で生じている主な問題点 

 
 

 

（２）荷主等の荷役作業現場で生じている問題点とは？（研修会資料から） 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考資料２】 

（１）神奈川労働局管内の陸上貨物運送事業における労働災害発生状況（速報版） 

陸上貨物運送事業 各年 12月末日（速報）労働災害発生状況 

       
  平成２４年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 

道路貨物運送業 623 621 671 631 624 659 

陸上貨物取扱業 121 125 104 153 147 161 

合  計 744 746 775 784 771 820 

  平成 24 年以降、陸上貨物運送事業における労働災害は、ほぼ毎年右肩上がりで増

加しており、特に、第 12次労働災害防止推進計画の最終年に当たる平成 29年は、過

去５年間で最も多く発生したものとなっている。（12月末日現在速報値から） 

  神奈川県内に圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が開通した平成 27 年以降から、

陸上貨物取扱業における労働災害が増加している状況にある。 

 

 （２）地域別災害発生状況 （平成 29年 12月末日現在 各労働基準監督署別統計資料） 

 

 （３）平成 28年 陸上貨物運送事業（都道府県別確定版）労働災害発生状況 
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【参考資料３】 

   


